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別記様式（第２条関係） 

会   議   録 （要 旨） 

会 議 名 庁 議 

開 催 日 時 令和６年７月３０日（火）午後１時２８分～午後２時１９分 

開 催 場 所 ３０１会議室 

出席者及び 

欠 席 者 

出席者：市長、副市長、教育長、企画財政部長、総務部長、総務部危機

管理担当部長、市民部長、協働推進部長、環境部長、健康福祉

部長、健康福祉部高齢・障害担当部長、子ども家庭部長、都市

整備部長、都市整備部建設管理担当部長、会計管理者、教育部

長、教育部学校教育担当部長 

欠席者：議会事務局長 

議 題 
１ 令和６年第３回市議会定例会提出議案について 

２ その他 

結 論 
（ 決 定 し た 方

針、残された問
題点、保留事項
等を記載する。） 

議題１：提案のとおり提出議案として決定する。 

議題２：令和６年第３回市議会定例会の招集期日は９月２日（月）であ

る。 

審 議 経 過 
（主な意見等を
原則として発言
順に記載し、同

一内容は一つに
まとめる。) 
 

（発言者） 
○印=構成員 
●印=説明員 

議題１ 令和６年第３回市議会定例会提出議案について 

⑴ 専決処分の承認を求めることについて 

（建設管理担当部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規

定に基づき、議会を招集する時間的余裕がなく専決処分したので、

同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

令和６年１月１５日午後３時４５分頃、当該職員が主要市道第

７号線を南から北へ車両で走行し、緑が丘出張所前交差点を右折

するため、減速しつつ右折レーンに進入したところ、当該市道の

車道部の左側を自転車で並走し当該市道を横断しようとした相手

方と衝突し、当該職員の運転する車両の前部を破損し、及び転倒

した相手方が外傷性頸部症候群及び腰部挫傷等のけがを負ったも

のである。このことにより決定する交通事故の損害賠償の額を決

める必要があるので、専決処分を行うものである。 

なお、示談については、令和６年７月２６日に成立しており、

損害賠償額は１，１８１，０９１円である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑵ 令和５年度武蔵村山市一般会計歳入歳出決算認定について 

（企画財政部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規
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定により、議会の認定に付する必要があるので、本案を提出する。 

歳入決算額は３３，００５，５３０，９２５円、歳出決算額は

３２，０８１，６９３，４２５円、歳入歳出差引残額は９２３，

８３７，５００円、翌年度へ繰り越すべき財源は３８，７７８，

９３４円、実質収支は８８５，０５８，５６６円である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

 ⑶ 令和５年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定について 

（市民部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規

定により、議会の認定に付する必要があるので、本案を提出する。 

歳入決算額は８，０４６，３３７，２１７円、歳出決算額は７，

８４３，２７５，２８４円、歳入歳出差引残額は２０３，０６１，

９３３円、翌年度へ繰り越すべき財源は０円、実質収支は２０３，

０６１，９３３円である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑷ 令和５年度武蔵村山市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

（高齢・障害担当部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規

定により、議会の認定に付する必要があるので、本案を提出する。 

歳入決算額は５，８５０，３８８，４１４円、歳出決算額は５，

７１６，６２１，０００円、歳入歳出差引残額は１３３，７６７，

４１４円、翌年度へ繰り越すべき財源は０円、実質収支は１３３，

７６７，４１４円である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑸ 令和５年度武蔵村山市都市核地区土地区画整理事業特別会計歳

入歳出決算認定について 

（都市整備部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規

定により、議会の認定に付する必要があるので、本案を提出する。 

歳入決算額は１，８１５，２４２，２０２円、歳出決算額は１，

４４３，９５８，０５７円、歳入歳出差引残額は３７１，２８４，
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１４５円、翌年度へ繰り越すべき財源は２５０，７５０，０００

円、実質収支は１２０，５３４，１４５円である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑹ 令和５年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について 

（市民部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規

定により、議会の認定に付する必要があるので、本案を提出する。 

歳入決算額は１，９９１，１１９，１３１円、歳出決算額は１，

９６５，９１８，６４３円、歳入歳出差引残額は２５，２００，

４８８円、翌年度へ繰り越すべき財源は０円、実質収支は２５，

２００，４８８円である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

 ⑺ 令和５年度武蔵村山市下水道事業会計決算認定について 

（建設管理担当部長説明） 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項

の規定により、議会の認定に付する必要があるので、本案を提出

する。 

下水道事業収益（収益的収支）は１，３４５，２２３，２７４

円、下水道事業費用（収益的収支）は１，２６８，６１７，１３

８円、収益的収支差引額は７６，６０６，１３６円である。 

また、資本的収入（資本的収支）は３９４，２５３，２８０円、

資本的支出（資本的収支）は５９９，９３４，４１２円、資本的

収支差引額は△２０５，６８１，１３２円である。 

（質 疑） 

○ 資本的収支差引額のマイナスはどのようなことか。 

● 将来の収益に対する予算になるが、必ず補助金などの収入に

対して建設改良費や企業債の元金償還金などの支出が多くなる

ためマイナス表示となる。このマイナス分については現金支出

を伴わない減価償却費などで補填をする旨を決算書に毎回記載

して報告している。 

○ 好ましいことではないのではないか。 

● 公営企業会計上、資本的収支では収入よりも支出の方が多く

なるため、こうしたマイナス表記となってしまう。 

○ 毎年マイナス表記となっているのか。 
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● 毎年マイナス表記となっている。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑻ 武蔵村山市防災食育センター設置条例 

（企画財政部長説明） 

防災食育センターの運用開始に伴い、武蔵村山市防災食育セン

ター設置条例を制定し、学校給食センター設置条例を廃止する必

要があるので、本案を提出する。 

施設の運用開始に伴い、設置条例を制定するものである。 

目的については、応急給食及び学校給食の提供等を実施する施

設を設置するものである。内容については、名称、位置、事業内

容等を規定するものである。 

施行期日については、令和７年４月１日からとする。 

なお、例規文書審査会に付議し、当該条例の附則において武蔵

村山市立学校給食センター設置条例を廃止する。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑼ 武蔵村山市行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する条例の一部を改正する条例 

（企画財政部長説明） 

個人番号及び特定個人情報を利用することができる事務におけ

る特定個人情報の追加及び行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。

以下「番号法」という。）の一部改正に伴い、規定を整備する必要

があるので、本案を提出する。 

武蔵村山市児童育成手当条例（昭和４６年武蔵村山市条例第２

６号）による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定

めるもの及び武蔵村山市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例

(平成元年武蔵村山市条例第３１号) による医療費の助成に関す

る事務であって規則で定めるものにおいて利用できる特定個人情

報として、戸籍関係情報であって規則で定めるものを別表第２に

追加する。 

武蔵村山市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成元年

武蔵村山市条例第３１号) による医療費の助成に関する事務であ

って規則で定めるもの及び武蔵村山市子どもの医療費助成に関す

る条例（昭和４８年武蔵村山市条例第２７号）による医療費の助

成に関する事務であって規則で定めるものにおいて利用できる特
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定個人情報として、医療保険給付等関係情報であって規則で定め

るものを別表第２に追加する。 

番号法別表第２が削られたことに伴い、引用条項の整理を行う。 

施行期日については、公布の日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。  

 

⑽ 武蔵村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

（市民部長説明） 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）が

令和５年６月９日に公布されたことに伴い、武蔵村山市国民健康

保険条例（昭和３４年村山町条例第１９号）の一部を改正する必

要があるので、本案を提出する。 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）第

１０条の規定による国民健康保険法の一部改正に伴い、被保険者

証が廃止されることから、武蔵村山市国民健康保険条例の規定を

整備するものである。 

施行期日については、令和６年１２月２日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑾ 武蔵村山市まちづくり条例の一部を改正する条例 

（都市整備部長説明） 

東京都における宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法

律第１９１号）の運用開始に伴い、規定を整備する必要があるの

で、本案を提出する。 

宅地造成及び特定盛土等規制法の運用が東京都において７月３

１日から開始されることから、まちづくり条例における開発事業

の範囲に、宅地造成及び特定盛土等規制法の許可を受けなければ

ならないもので、事業の区域面積が５００平方メートル以上のも

のを加えるものである。 

施行期日については、公布の日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑿ 武蔵村山市下水道条例の一部を改正する条例 

（建設管理担当部長説明） 
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下水道法（昭和３３年法律第７９号）第２５条の技術的助言に

より、責任技術者に係る規定を整備する必要があるので、本案を

提出する。 

下水道条例第５条第２項中「１人以上を専属させなければなら

ない」を「１人以上選任しなければならない」に改める。補足と

して、排水設備工事の責任技術者を、各営業所に専属させなけれ

ばならないという規定を、複数営業所の兼任とすることができる

という規定に改正するものである。 

施行期日については、公布の日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒀ 令和６年度武蔵村山市一般会計補正予算（第３号） 

（企画財政部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

補正予算額は４億８，４１５万５千円、補正後歳入歳出総額は

３６９億９，９５１万４千円である。歳入概要としては、普通交

付税、前年度繰越金、臨時財政対策債等である。歳出概要として

は、令和５年度決算確定に伴う財政調整基金積立金、一般事務経

費（学校給食費負担金）、小児インフルエンザ予防接種経費等であ

る。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒁ 令和６年度武蔵村山市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

（高齢・障害担当部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

補正予算額は１億９，４４４万５千円、補正後歳入歳出総額は

６１億４，４８９万４千円である。歳入概要としては、前年度繰

越金及び介護給付費等準備基金繰入金等の増額である。歳出概要

としては、国庫支出金等過年度分返還金及び高額医療合算介護サ

ービス費等の増額である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒂ 令和６年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号） 
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（市民部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

補正予算額は△８２９万６千円、補正後歳入歳出総額は２０億

１，４８２万２千円である。歳入概要としては、決算に伴う療養

給付費繰入金及び事務費繰入金の減額並びに決算に伴う保険料軽

減措置繰入金及び前年度繰越金の増額である。歳出概要としては、

決算に伴う療養給付費負担金及び広域連合事務費負担金の減額並

びに決算に伴う保険料軽減策負担金、保険料等負担金及び一般会

計繰出金の増額である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒃ 令和６年度武蔵村山市下水道事業会計補正予算（第３号） 

（建設管理担当部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

収益的収入については、補正予算額は７２４万３千円、補正後

予算額は１３億７,８８７万４千円である。主な内容としては、決

算の確定に伴う一般会計からの繰入額の増額及び委託料の補正に

伴う補助金の増額である。 

収益的支出については、補正予算額は３,２７０万６千円、補正

後予算額は１３億６,３４１万円である。主な内容としては、委託

料の増額である。 

資本的収入については、補正予算額は△２億２,１３５万４千

円、補正後予算額は１３億５,９６５万２千円である。主な内容と

しては、委託料、工事請負費の減に伴う企業債、都補助金及び工

事負担金の減額である。 

資本的支出については、補正予算額は△３億２,６５８万１千

円、補正後予算額は１６億７,２３０万８千円である。主な内容と

しては、新青梅街道拡幅に伴う管きょ改良詳細設計等業務委託料

及びかたくりの湯入り口交差点改良工事に伴う管きょ改良詳細設

計等業務委託料の増額、空堀川右岸第九排水区枝線ルート検討測

量委託料等の減額による委託料の減額、新青梅街道拡幅に伴う管

きょ改良工事第３工区及び空堀川整備工事に伴う管きょ改良工事

等の工事請負費の減額である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 
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【追加予定】 

⑴ 第三中学校太陽光発電設備設置及び自家用電気工作物更新工事

の請負契約について 

（総務部長提出） 

第三中学校太陽光発電設備設置及び自家用電気工作物更新工事

を施工する必要があるので、本案を提出する。 

概算額は２３０，２８０，０００円、工事概要は市立第三中学

校の校舎屋上に５７kw 相当の太陽光パネル等の発電設備を設置す

るとともに、自家用電気工作物の更新等を行う建築・電気設備・

機械設備工事である。 

工期限は令和８年３月１３日である。 

（質 疑） 

○ 追加予定とあるが、どのような理由であるのか。 

● 昨日が制限付き一般競争入札の申込期限であったが、申込み

が１社もなかったため、新たに資格要件を見直し、追加予定と

して最終日に提案するものである。 

○ 工期については、学校の夏休み期間でなくてよいのか。 

● ２年度に渡って工事を行うため、夏休み期間を超えるもので

ある。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑵ 教育委員会委員の任命について 

（企画財政部長提出） 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第４条第２項の規定により、本案を提出する。 

武蔵村山市教育委員会の委員が、令和６年９月３０日付で任期

満了となるので、後任の委員を任命するものである。 

教育委員会委員の任期は、令和６年１０月１日から令和１０年

９月３０日まで（任期４年）であり、任命する委員は１名である。 

なお、教育委員会委員杉原栄子氏の任期満了によるものである。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

【報告事項】 

⑴ 専決処分の報告について 

（環境部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により、議会において指定されている事項について、専決処分
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したので、同条第２項の規定により報告する。 

令和６年７月１１日（木）午前１０時頃、市職員が相手側の事

業所を訪問後、事業所敷地内に駐車させていた庁用車を発進させ

るため、左後方に向けて後退したところ、庁用車の右側の車庫に

駐車していた相手側車両と接触し、庁用車の右前部及び相手側車

両の右前部を破損したものである。 

なお、示談については、令和６年８月中旬までに成立予定であ

り、損害賠償額は１７１，４２４円である。 

（結 論） 

報告事項として決定する。 

 

⑵ 専決処分の報告について 

（健康福祉部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により、議会において指定されている事項について、専決処分

したので、同条第２項の規定により報告する。 

令和６年５月２日（木）午後３時頃、武蔵村山市福祉会館敷地

内で、同館に派遣されている労働者が清掃作業を行っていた際に、

強風により清掃用具を積載しているカートが動き、同館駐車場に

駐車していた事業者の車両に接触し、当該車両の右側後方面部を

破損したものである。 

なお、示談については、令和６年７月末日までに成立予定であ

り、損害賠償額は６７，１００円である。 

（質 疑） 

○ 使用者責任については調べたのか。 

● 本件の労働者はシルバー人材センターの会員であり、市と東

京しごと財団との契約により派遣を受けている。そのため、東

京しごと財団に本件の損害額の賠償について確認したところ、

派遣先での事故については派遣先の職員として起こしたもので

ある限り財団として賠償はしないとのことであった。また、労

働者に重大な過失があると認められた場合には、派遣契約上財

団が賠償することとなるが、その際は、財団と労働者とで同意

している内容に基づき、財団が労働者本人に求償することとな

るとの説明を受けた。このこと及び財団を相手方として重大な

過失の有無について訴訟を提起した場合は、訴訟が長期間に渡

る可能性があることを鑑み、今回は市の加入する保険で損害賠

償額を支払うこととした。 

（結 論） 

報告事項として決定する。 
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⑶ 令和５年度武蔵村山市の健全化判断比率及び資金不足比率につ

いて 

（企画財政部長説明） 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第

９４号）第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、報告す

る。 

令和５年度武蔵村山市の健全化判断比率（実質赤字比率、連結

実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率）及び公営企業

会計の資金不足比率を監査委員の意見を付けて報告するものであ

る。 

（結 論） 

報告事項として決定する。 

 

【諮問事項】 

⑴ 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

（企画財政部長説明） 

人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の

規定により、本案を提出する。 

人権擁護委員が令和７年３月３１日付で任期満了となるので、

後任の委員の候補者を議会の意見を聞いて法務大臣に推薦するも

のである。 

人権擁護委員の任期は、令和７年４月１日から令和１０年３月

３１日までである。 

なお、市町村長が候補者を法務大臣に推薦する時期は、任期満

了の３か月前とされている。 

人権擁護委員及川勉氏の任期満了によるものである。 

（結 論） 

諮問事項として決定する。 

 

議題２ その他 

令和６年第３回市議会定例会の招集期日は９月２日（月）である。 
 

会議録の開示 

・非開示の別 

☑開  示 

□一部開示（根拠法令等：                   ） 

□非 開 示（根拠法令等：                   ） 
 

庶務担当課  企画財政部 企画政策課（内線：３７３） 

（日本産業規格Ａ列４番） 


